
農場の衛生対策を確認しましょう！
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★三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所
★三八畜産衛生協議会

飼養している家畜に異状がみられた場合には、直ちに獣医師または家畜保健衛生所に連絡し
てください。

三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所
ＴＥＬ：０１７８－２７－７４１５ ＦＡＸ：０１７８－２７－７４１８
土日祝祭日の場合は、 家保携帯 ０９０－７０６９－７７１４

１１月２８日 午前８時３５分、青森市の「あひる飼養農場」から死

亡鳥増加の通報があり、同日午後１０時４５分、高病原性鳥インフ

ルエンザ疑似患畜と判定され、現在防疫措置を実施中です。

県内での続発を防止するため、生産者の皆様は、別紙の『飼養

衛生管理基準の遵守状況チェック表』を用いて自己点検を実施し

てください。

また、異状家きんが確認された場合は早期通報をお願いします。

（立入の制限） （踏込消毒槽）




